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＜基本理念＞ 

揺るぎない長期的展望と県民協働による持続可能な森林づくり 

 

＜森林づくりの基本的考え方＞ 

県では、「岐阜県森林づくり基本条例」に基づき、森林づくりに関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、岐阜県森林づくり基本計画を定めています。 

条例の基本理念を具体化するため、平成 19 年度から平成 23 年度までの第１期

では、主に人工林のスギやヒノキの森林を対象に、森林の健全性を高め、林業の

自立を目指す「生きた森林づくり」を、平成 24 年度から平成 28 年度までの第２

期では、環境を重視し、守って、活かす「恵みの森林づくり」を、平成 29 年度か

ら令和３年度までの第３期では、100 年先を視野に入れ、望ましい森林の姿へ誘導

する「100 年先の森林づくり」を重点的に行ってまいりました。 

そして、これまでの施策の評価や森林・林業の現状、時代の潮流などを踏ま

え、令和４年度から令和８年度の５年間を対象とした「第４期基本計画」を次の

とおり策定しました。 

 

１ 目指すべき方向性 

（１）産業・防災・環境のバランスを重視した森林づくりを実現する。 

（２）木材の需要を拡大し、生産された木材が余すことなく活用され、利益が 

全ての関係者に還元される林業・木材産業を実現する。 

（３）森林や自然環境が有する資源を最大限活用し、山村地域に新たな産業と 

雇用を創出する。 

 

 

２ 基本方針と施策の柱 

（１）基本方針 

「清流の国ぎふ」の未来を支える森林づくり  

  ～森林を「守り」「活かし」「親しむ」魅力あふれるふるさとを目指して～ 

（２）施策の柱 

  〇森林づくりの推進 

  〇林業・木材産業の振興 

  〇森林の新たな価値の創造と山村地域の振興 

  

第４期岐阜県森林づくり基本計画の概要 
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１ 森林づくりの推進 

・ 山地防災力の維持・強化について、森林整備と治山施設整備を組み合わせた事前防

災地区を新たに 14 地区設定し、既設定地区と合わせて計 34 地区で事業に取り組み、

全県展開を進めることができました。今後は、事業の実施に必要な予算確保と計画の

実行管理に努めるとともに、市町村、林業事業体の理解を深め、新規地区着手の円滑

化を図ります。 

・ 主伐・再造林の推進について、県と連携した再造林の嵩上げ補助制度を市町村の協

力を得て 24 市町村に拡大し、再造林に対する支援策を強化しました。こうした取組

みにより、実績は前年度に比べ約１割増え 283ha となりましたが、目標値の約５割に

留まりました。今後は、再造林に係る助成制度の周知等により、森林所有者の理解醸

成に努めるとともに、造林事業者と伐採事業者の連携を進める取組みを市町村と連携

して進め、主伐・再造林の実施を促進します。 

２ 林業・木材産業の振興 

・ 人口減少や木材以外の資材の価格高騰を背景に、県産材住宅建設戸数は目標を下回

る見込みです（調査中）。今後は、県産材住宅の建設を支援する制度を見直すととも

に、「ぎふの木で家づくり協力工務店」の登録拡大を通じて県産材住宅の建設を促進

します。 

・ 「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」に基づき、新たに６事業者と協定を

締結するとともに、同協定に基づく民間施設等の木造化等を支援した結果、非住宅施

設の木造化及び内装木質化施設数は大きく増え、概ね目標値を達成しました。今後

は、同協定に基づく支援のほか、「ぎふ木造建築相談センター」の支援により非住宅

施設の木造化・木質化を促進します。 

・ 令和５年次に整備された木質バイオマス発電施設３箇所が令和６年次に本格稼働し

たことから、木質バイオマス利用量は増加しました。今後は、燃料材の安定供給体制

の構築に向け、「エネルギーの森づくり」に取り組む事業者に対して、実証試験や整

備に対する支援を行うことで、燃料材に適した樹種の選定や、効率的な生産方法の構

築等を進めます。 

３ 森林の新たな価値の創造と山村地域の振興 

・ 「ぎふ森のある暮らし推進協議会」と連携し、森林空間を活用した森の体験プログ

ラムを一体的に発信する「ぎふ森フェス」や、交流会、セミナーなどの取組みを支援

しました。また、事業者に対して「岐阜県森林サービス産業プランナー」の派遣や施

設整備等への支援、研修会開催により、森林サービス産業の育成・普及を進めまし

た。今後は、外国人観光客の誘客に向けたセミナーや全国の先進事例実践者との交流

会、「ぎふ森フェス」への支援等を通し、森林サービス産業の育成を図ります。 

・ 本県独自の森林由来のカーボン・クレジット制度「Ｇ-クレジット制度」におい

て、初となるＧ-クレジット 1,752 t-CO2 を認証し、完売しました。今後は、Ｇ-クレ

ジットの取引の活性化に向け、クレジットの創出拡大や活用方法の拡充によりクレジ

ットの魅力向上に努めます。 

・ 東濃地域、飛騨地域において、「ぎふ木育」の拠点となる「ぎふ木遊館サテライト

施設」２施設の開館を支援しました。今後は、サテライト施設の円滑な運営に向け、

施設間の連携や人材育成等を支援するとともに、他地域のサテライト施設の整備を支

援します。 

令和６年度の実施状況 
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＜施策の柱ごとの実施状況＞ 

 １ 森林づくりの推進 

（１）災害に強い循環型の森林づくり 

 

 

 

（ア）激甚化する災害に備えた山地防災力の維持・強化 

 

 

②山地災害の早期復旧と予防対策 

【実施状況】 

・  令和４年度に山地災害が発生した８箇

所全てにおいて、計画的な復旧整備を進

め、山地災害箇所の３年以内の復旧率は

100％となりました。 
 

【評価・課題】 

・  災害復旧に迅速に着手するためには、

災害時のオペレーションや応急対策の実

施、災害復旧事業採択に向けた迅速な調

査等が必要です。 

①森林整備と治山施設を組み合わせた防災対策 

【実施状況】 

・  山地防災力を高める森林整備と治山事業等の土木的手法を組み合わせた事

前防災地区の全県展開を進め、令和６年度には新たに 14 地区を設定し、これ

までに設定した地区と合わせ、計 34 地区で事業を進めました。 
 

【評価・課題】 

・  市町村、林業事業体との連携会議や研修会の開催により、関係者が事業趣

旨を正しく理解し取り組むことができました。 

・  事業の継続的な実施に向けた予算確保と新規地区の着手に向けた土地所有

者や関係機関等との調整を進めることが必要です。 

【今後の方針】 

・  事業の実施に必要な予算確保と計画の実行管理に努めます。 

・  連携会議の開催等により、事業目的に対する市町村、林業事業体の理解を

更に深め、新規地区の着手に向けた調整の円滑化を図ります。 

 

＜被災山林への治山施設整備＞ 
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【今後の方針】 

・  山地災害が発生した場合には、無人航空機や航空レーザ測量データ等を活用

し、被害状況の的確な把握に努めます。また、継続的な職員研修等により、災

害時の迅速な対応ができる体制を維持します。 

・  災害復旧等に有効活用できる航空レーザ測量データを県域統合型ＧＩＳにて

オープンデータ化します。 

・  山間奥地の工事における通信環境向上のため、建設事業者の衛星通信サービ

ス設備導入を支援します。 

 

（イ）１００年先を見据えた森林づくりの方向性と仕組みづくり 

 

①再造林の確実な実施促進と支援 

【実施状況】 

・  令和４年６月に策定した「主伐・再

造林推進ガイドライン」に基づいて森

林所有者・伐採事業者・造林事業者の

三者が協定を結び実施する主伐後の再

造林に対し、市町村と連携して補助率

の嵩上げを行う支援を実施していま

す。 

・  同ガイドラインの周知により、嵩上

げ補助を実施する市町村は、１市増加

し、森林経営計画を認定している 28

市町村のうち、24 市町村となりました。 

・  花粉発生源対策として、スギ人工林伐採重点区域内のスギ人工林等の伐

採・植替え等を支援しました。 

・  地域の林業・木材産業の関係者が主体となった、再造林推進等を目的とし

た基金制度について支援しました。 

【評価・課題】 

・  人工造林面積は 283ha と目標値（600ha）を下回りましたが、再造林に係る

補助事業の普及等に伴い、前年度から約１割増加しました。 

・  花粉発生源対策のためのスギ人工林の伐採・植替えは、スギ人工林伐採重

点区域（37,690ha）中の約 10ha に留まっています。 

・  市町村と連携した嵩上げ補助を実施している地域であっても、造林事業者

の確保ができず再造林が進まない地域がみられます。 

・  主伐・再造林や花粉発生源対策のための伐採・植替えを進めるためには、

森林所有者の理解を促し林業経営の意欲を喚起することが必要です。 

 

＜再造林と幼齢木の保護＞ 

5



【今後の方針】 

・  市町村と連携した再造林の補助事業等による支援を進めるとともに、ガイ

ドラインや事業メリットを林業事業体等に周知・普及し、森林所有者の理解

醸成に努めます。 

・  国が実施する花粉の少ない森林への転換促進支援制度を周知しスギ人工林

伐採重点区域での伐採・植替えを促進します。 

・  森林経営計画を認定している市町村のうち、嵩上げ補助を実施していない

市町村に対して、嵩上げ補助の実施を働きかけます。 

・  造林事業者が確保できず再造林が進んでいない地域では、造林事業者と伐

採事業者の連携を進める事業調整会議を市町村と共に設置し、再造林の実施

を促します。 

・  地域で再造林を支援する基金の取組みを支援します。 

・  花粉の少ないスギ等の種子及び苗木の確保に向けた体制整備を進めます。 

 

 

 

②森林配置計画に沿った多様な森林づくりの推進 

【実施状況】 

・  「環境保全林」において、水源か

ん養等の機能を高度に発揮する針広

混交林へ誘導するため、林業事業体

等が行う 1,357ha の間伐を支援しま

した。 

・  「生活保全林」において、地域住

民の生活環境を保全するため、36 箇

所の危険木の除去を支援しました。 

・  「観光景観林」において、観光道

路沿いの眺望・景観に配慮した森林

整備 29ha を支援しました。 

【評価・課題】 

・  「環境保全林」での間伐面積は、再造林に労務を割いた林業事業体があっ

た等の理由により減少しています。再造林の進展に伴う労務確保等の課題が

ある中で、必要な間伐を推進していくことが必要です。 

・  危険木除去は、近年、台風による風倒木等新たな危険木が顕著には発生し

ていないことから市町村からの要望が減少しています。住民の安全・安心に

直結するため、気象災害発生後に市町村と連携して情報収集する等効果的に

事業を実施する必要があります。 

・  「観光景観林」の整備については、整備しやすい事業地が減少する一方

で、境界確認や所有者特定に手間や時間を要する箇所が多くなったことによ

＜環境保全林の間伐＞ 
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り、事業量が減少してきています。これまで整備を行っていない市町村に働

きかけるなど、新たな事業箇所の確保が必要です。また、これまで整備した

観光景観林については、景観維持のため再整備が必要です。 

【今後の方針】 

・  間伐に係る林業事業体等の労務を確保するため、再造林の省力化や他の森

林施業との調整を林業事業体等に働きかけます。 

・  危険木除去の事業について、農林事務所を通じて市町村等への周知に努め

ます。 

・  「観光景観林」の整備に係る補助事業の面積要件の緩和（対象森林５ha 以

上→１ha 以上）を周知することで、これまで整備を行っていない市町村への

掘り起こしを行います。また、これまでに整備した観光景観林の再整備に当

事業を適用できることを周知し、景観の維持に努めます。 

 

 

（ウ）森林経営管理法に基づく市町村による森林管理の支援 

①市町村林務行政の支援強化・市町村間伐実施計画の作成支援 

【実施状況】 

・  市町村による森林経営管理制度の取組みを総合的に支援するため、「地域

森林管理支援センター」を運営し、市町村からの相談への対応や市町村林務

担当職員を対象とした研修等を行ったほか、５市村に対して岐阜県地域森林

監理士の活用支援等を行いました。 

   相談対応（80 件） 

市町村の巡回支援（111 回） 

市町村林務担当職員研修（14 回） 

岐阜県地域森林監理士による短期支援（60 回） 

【評価・課題】 

・  森林のある全ての市町村が、間伐実施計画を策定し、森林所有者の経営管

理の見通し等を確認する意向調査に取り組む等、手入れが行き届いていない

森林の解消に向けた取組みが進みつつあります。 

・  市町村による間伐実施については、市町村林務担当職員の職員数や専門知

識の不足、森林所有者や境界が不明確な森林の存在といった課題の克服が難

しく、間伐事業地の確保に時間を要していることから、令和６年度の目標

2,100ha に対し実績は 598ha に留まっています。 

【今後の方針】 

・  市町村の森林経営管理制度の取組みを支援するため、「地域森林管理支援

センター」による市町村への巡回支援、市町村林務担当職員研修を開催する

ほか、岐阜県地域森林監理士の活用を促進します。 
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（２）森林技術者の確保・育成・定着 

 

 

 

①「森のジョブステーションぎふ」を核とした新規就業者の確保・定着 

【実施状況】 

・  「森のジョブステーションぎふ」に

おける就業相談や森林技術者向けの研

修等を効率的・効果的に行うため、森

林文化アカデミー内に事務所を移転し

ました。 

・  新規就業者の確保に向け、「森のジ

ョブステーションぎふ」を核として、

県内農林高校５校への「森のしごとキ

ャンパスプロモーション」を実施す

るとともに、県内外の様々な就業相

談会に参加しました。 

・  若い世代へ林業の魅力を伝えるため、県内出身の「さばいどる かほなん」

を「ぎふ森ジョブアンバサダー」として任命し、ＹｏｕＴｕｂｅ等のＳＮＳ

を通じて情報発信しました。 

・  就業時のミスマッチを防ぐため、就業希望先の職場を体験する「林業体

感・見学セミナー」を 29 回開催しました。 

・  県外から移住し林業に就業した方８名に対して移住支援金を支給したほ

か、林業分野へ就業予定の森林文化アカデミー学生 16 名に対して、就業準備

給付金を支給しました。 

・  林業特有の悩みや技術者同士が相談できる仲間づくりを支援するため、緑

の雇用事業の研修生の交流会を開催しました。 

【評価・課題】 

・  新規就業者数は〇人となりました。一方、森林技術者数は、定年等の退職

があることから〇人〇となり、〇人となりました。【数値調査中】 

・  若い就業者を増やすためには、多様な手段で情報発信するとともに、高校

生等に対して興味関心を持ってもらう取組みが必要です。 

・  多くの産業で人手不足の状態が続いており、就業相談はあるものの就業に

至るケースが減っていることから、求職者のニーズを求人者に伝える等、き

め細やかな対応が必要です。また、森林技術者の離職を食い止め、定着を図

ることが必要です。 

 

 

 

 

＜「森のジョブステーションぎふ」の移転＞
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【今後の方針】 

・  若い就業者を確保するため、「ぎふ森ジョブアンバサダー」の活用やＳＮ

Ｓ等を通じた多様な情報発信を行います。 

・  県内の高校・大学生等に対して林業の魅力をＰＲするため、「森のしごと

キャンパスプロモーション」や森林技術者との交流を図る伐木安全技術評価

会を開催します。 

・  森林文化アカデミーの学生に対し、林業就業に必要な技能講習等の資格取

得に要する経費を新たに支援します。 

・  県外からの移住に伴う林業就業を促すため、移住者支援金を支給します。 

・  新規就業者の定着率向上に向け、「森のジョブステーションぎふ」に求職

者と求人者に対してきめ細やかな対応を行う相談員を配置します。 

・  林業特有の悩みや技術者同士が相談できる仲間づくりを支援するため、離

職者が多い就業２～３年目の森林技術者を対象に交流会を開催します。 

 

②森林技術者の育成 

【実施状況】 

・  岐阜県林業士※１の資格制度において、基礎的知

識・技術を有する林業士補５名を認定しました。 

・  急峻な地形等作業道の整備が困難な森林におい

ても木材を搬出できる架線集材の技術者を育成す

るため、２事業体のＯＪＴ研修を支援しました。 

・  2001 年の開学から 20 年以上経過した森林文化ア

カデミーについて、社会情勢や時代の潮流が大き

く変化していることを踏まえ、今後 20 年の方向性

を定めた「森林文化アカデミービジョン２０４

０」を策定しました。 

【評価・課題】 

・  令和５年度に創設した岐阜県林業士の資格区分のうち、林業士補の認定者

は計 22 名となりました。一方、林業士長の認定者は、高度な知識と技能を有

し、技術指導及び安全指導者としての活躍が期待されますが、県下全体で６

人と少ないため、増員を図る必要があります。 

・  架線集材技術の研修は、直接、現場での指導を行うことで、実効性があ

り、満足度の高い研修とすることができました。架線集材技術や獣害対策の

技術は、今後の森林整備を進める上で必須の技術であることから、将来林業

を目指す学生にも技術の習得を図る必要があります。 

・  同ビジョンの策定により、これから森林文化アカデミーが育成する人材像

や教育活動方針を定めることができました。 

＜架線集材のＯＪＴ研修＞ 
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【今後の方針】 

・  圏域毎に２名以上の林業士長を認定できるよう、林業事業体等へ働きかけ

るとともに、林業士長が講師となって、林業労働災害の多い中堅技術者等を

対象に安全に対する技術力を高めるスキルアップ研修も行います。 

・  林業事業体の架線集材技術者の育成を支援するとともに、新たに森林文化

アカデミーにおいて、学生を対象として架線集材や獣害対策の技術を有する

技術者の育成に取り組みます。 

・  森林文化アカデミーでは、同ビジョンに基づき、「森林空間の価値を広く

知らしめるとともに、時代がどのように変化しようとも社会課題の解決策を

自然のフィルターを通して探ることができる人材の育成」を目指し、必要な

研究・開発・実践・普及を進めます。 

 
※１ 岐阜県林業士： 

育林や木材生産等に関する知識・技術を認定する岐阜県独自の資格制度。令和５年度から

段階別資格制度として「林業士補」「林業士長」の区分を新たに創設。 
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③林業等における労働災害撲滅に向けた取組み 

【実施状況】 

・  奥山で作業する森林技術者の労働災害撲滅のため、県内全域を対象とし

て、消防署と連携した作業現場における応急処置や搬送方法を学ぶレスキュ

ー訓練を実施し、延べ 39 団体、136 人が参加しました。 

・  「林業・木材製造業労働災害撲滅推進協議会」※２において、特別安全指導

を実施するとともに、事故事例の分析結果を広く周知しました。 

・  労働安全対策に取り組む事例を共有するため、令和７年２月に労働安全発

表大会を開催し、優秀な取組みを表彰しました。 

【評価・課題】 

・  レスキュー訓練では、緊急通報や倒木からの救出、被災者の搬送等、具体

的な対処方法を学ぶことができました。 

・  岐阜県における事故事例の周知や労働安全対策の優良事例の表彰を通し、

労働安全衛生に対する意識の向上を図ることができました。 

・  令和６年次の林業労働災害の発生件数は〇件と、目標を〇〇しました【数

値調査中】。林業等の労働災害は、他の業種と比べ依然として高い確率で発

生しているため、労働災害撲滅に向けた取り組みが必要です。 

 

【今後の方針】 

・  消防署と連携した林業労働災害のレスキュー訓練や、岐阜労働局・森林管

理署等関係機関が一体となって特別安全指導、労働安全に関する知識や対策

を共有する労働安全発表大会を実施します。 

・  林業等労働災害の未然防止のため、事故情報の収集・分析・周知に加え、

事故発生要因となるヒヤリ・ハット情報の収集から再発防止策の共有に取り

組みます。 

 
※２ 林業・木材製造業労働災害撲滅推進協議会： 

林業・木材製造業の従事者が安全で安心して働くことができる労働環境を実現するため、

岐阜労働局や森林管理署、関係団体等で構成する協議会を令和４年 12 月に設立。 
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２ 林業・木材産業の振興 

（１）都市の木造化・脱炭素社会の実現に向けた県産材の需要拡大 

 

 

 

 

①住宅分野での県産材活用促進 

【実施状況】 

・  県産材住宅建設に対する施主の意欲向

上を図るため、県産材を構造材や内装材

に一定量以上使用した施主の 116 戸に対

し助成しました。 

・  県産材住宅建設に取り組む「ぎふの木

で家づくり協力工務店」を新たに 15 社

認定しました。 

【評価・課題】 

・  県産材住宅の建設戸数は、人口減少や木材以外の資材の価格高騰が続いて

いることを背景に、全国及び岐阜県の新設木造住宅の着工戸数と同様に〇〇

し〇〇戸となり、目標値を〇〇りました【数値調査中】 

・  このような中、県産材住宅の建設を増やすためには、輸入材から県産材へ

の転換や県外の需要を取り込むことが必要です。 

【今後の方針】 

・  令和６年度までは、県産材住宅への支援と国の住宅建築関係補助金との併

用は不可としてきましたが、令和７年度からはこれを可能とし、県産材住宅

の建設を促進します。 

・  建築団体や木材流通事業者・プレカット工場と連携し、工務店や建築士等

へ県産材利用に関するＰＲ活動を行い、「ぎふの木で家づくり協力工務店」

の登録拡大を通じて県産材住宅の建設を促進します。 

 

  

＜県産材を使用した住宅＞ 
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②非住宅分野での県産材活用促進 

【実施状況】 

・  「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進

条例」に基づく「岐阜県木の国・山の国県

産材利用促進協定」を６事業者（６協定）

と締結するとともに、13 協定の非住宅建

築物の木造化等の取組みについて支援しま

した。 

・  非住宅分野での木造化・木質化に取り組

む事業者等への技術的アドバイス等を行う

ため、岐阜県木材協同組合連合会内に設置

した「ぎふ木造建築相談センター」において 427 件の相談業務を行いまし

た。 

・  建築士会と連携し、建築に興味のある大学生等若い世代を対象とした「木

造建築設計研修会」を４回開催しました。 

【評価・課題】 

・  非住宅施設の木造化及び内装木質化施設数は、特に普及効果の高い県有施

設や、教育・福祉施設などの公共施設、「木の国・山の国県産材利用促進協

定」に基づく民間施設の木造化及び内装木質化に取り組んだ結果、前年度か

ら大きく増加し 108 施設となり、概ね目標値を達成しました。 

・  同センターの年間相談件数は年々増加しており、また、29 件が実際に木造

化・木質化につながりました。非住宅建築物を木造で建築する場合の計画、

設計、積算、材料調達方法といった幅広い相談が増加しているため、今後も

これらの相談に関して的確に対応できる体制が必要です。 

・  「木造建築設計研修会」には延べ 185 人の大学生等の参加がありました。

参加者の満足度は高く、若い世代の木造建築に対する関心をより高めること

ができました。 

【今後の方針】 

・  特に普及効果の高い県有施設や、教育・福祉施設などの公共施設、「木の

国・山の国県産材利用促進協定」に基づく民間施設の木造化等を支援するほ

か、同センターをワンストップ窓口として、計画から施工までの相談に対応

することで、非住宅分野での木造化・木質化を促進します。 

・  建築業の将来を担う若い世代の木造建築に対する関心を高めるための研修

会等を継続して実施します。 

 

 

  

＜県産材を使用した商業施設＞ 
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③木質バイオマスエネルギーの利用促進 

【実施状況】 

・  増加する燃料用途の木質バイオマス需

要量に対応するため、未利用材の搬出・

加工施設１施設の整備を支援しました。 

・  県が独自に認定した「岐阜県木質バイ

オマス利用アドバイザー」を講師として

木質バイオマス利用ボイラー導入に関す

る研修会を開催するとともに、ボイラー

の導入を検討する事業者等へ同アドバイ

ザーを派遣しました。 

・  再生可能エネルギーの需要の増加や林

業労働力の確保が難しくなる中、持続可能で多様な森林づくりの一つの手法

として、燃料材生産主体でも収益が期待できる森づくりを推進するため、

「エネルギーの森づくりの方針」を策定しました。 

【評価・課題】 

・  木質バイオマス利用に係る研修会には、木質バイオマスボイラーの導入を

検討している施設管理者等計 15 名が参加し、ボイラー導入によるメリット等

を普及することができました。 

・  木質バイオマスの利用量は、令和５年次に整備された木質バイオマス発電

施設３施設が令和６年次に本格稼働したことから〇〇し、目標値を〇〇しま

した。【数値調査中】 

・  木質バイオマス発電施設が本格稼働したことに伴い、燃料材の安定供給に

向けた体制の構築が必要です。 

【今後の方針】 

・  「岐阜県木質バイオマス利用アドバイザー」の派遣や研修会を開催し、木

質バイオマス熱利用施設の導入に向けたマッチングを行います。 

・  「エネルギーの森づくり」に取り組む事業者に対して、実証試験や整備に

対する支援を行うことで、燃料材に適した樹種の選定や、効率的な生産方法

の構築等を進めます。 

 

  

＜未利用材の加工施設＞ 
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（２）ＤＸの推進による林業・木材産業改革 

 

 

 

（ア）需要に合わせ柔軟かつ迅速に対応する木材サプライチェーン※３の構築 

①木材サプライチェーンの構築 

【実施状況】 

・  川上から川下の事業者が連携した地域材の安定供給等の取組みを推進する

ため、ＶＲ技術を活用したデジタル販売促進ツールの改修や認知拡大に係る

取組みを支援する等、２つの木材サプライチェーンの取組みを支援しまし

た。 

【評価・課題】 

・  ＶＲ技術によるモデルハウス等の見学や、林業から木材加工・建築まで一

連の家づくりを体感できるデジタル販売促進ツールの運用により、県産材利

用の意義についての理解を醸成することができました。 

・  県内の木材サプライチェーンは一部の地域での導入に留まっており、地域

的な偏りがあります。県全体の流通合理化に向け、新たな木材サプライチェ

ーンの構築や、既存の木材サプライチェーンの充実が必要です。 

【今後の方針】 

・  既存の木材サプライチェーンの構築の取組みを支援するとともに、関係者

から協力を得ながら、新たな木材サプライチェーンの構築に係る取組みを支

援します。 

 

 

  

※３ 木材サプライチェーン： 

川上の木材生産から川下の工務店までの一連の木材供給網のこと。 
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②製品の生産工程や在庫管理のデジタル化支援 

【実施状況】 

・  生産工程における製品の規格・寸法の指示や製材実績の管理、製品流通に

おける販売管理等のデジタル化を行う事業者５者のシステム導入等を支援し

ました。 
 
【評価・課題】 

・  デジタル化に取り組む意欲のある事業体はあるものの、導入事例やシステ

ム導入方法等についての情報が不足していることから、県内の製材工場等の

製品管理等のデジタル化は一部に留まっています。各事業体の事業形態に合

わせたデジタル化が必要です。 

【今後の方針】 

・  木材加工・製品流通過程や製品管理・販売管理等の効率化を図るため、研

修会の開催や専門家の派遣等を行い、木材加工事業者や木材流通事業者等の

事業形態に適したデジタル化及びシステム導入等を支援します。 

 

 

（イ）木材の安定供給と森林所有者への利益還元 

 

①木材生産計画の策定支援 

【実施状況】 

・  森林経営計画の策定等の活動費用に対して支援しました。 

・  木材生産計画の作成を促すため、高精度資源データ解析結果を活用した木

材生産計画作成のための手順書を整備しました。 

・  災害に強い森林作業道の整備を進めるため、最新の道路設計ソフトや地形

データ等のデジタル技術を活用し、災害に強い森林作業道の整備適地を高精

度で推定可能な地図を開発しました。 

【評価・課題】 

・  林業事業体による効率的で正確な木材生産計画の策定を支援するため、デ

ジタルデータの活用を図ることが必要です。 

・  急峻で複雑な地形が多い岐阜県においては、地形を詳しく把握し、災害に

強い森林作業道の適地を見極めることが重要です。森林作業道の整備にあた

って、土砂災害を招くことがないよう適切な開設場所の選定を促していくこ

とが必要です。 

【今後の方針】 

・  木材生産計画作成のための手順書や、災害に強い森林作業道整備に役立つ

地図を林業事業体等へ周知し、活用を促します。 

・  森林の境界明確化や森林経営計画の策定促進に資する情報を共有できる機

能を「森林クラウドシステム」に追加します。 
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②森林所有者への利益還元 

【実施状況】 

・  木材生産性の向上を図るため、木

材生産に必要な林道・森林作業道の

整備（394km）を進めるとともに、

林業事業体による高性能林業機械の

購入（１事業体）やレンタル（12

事業体）に対して支援しました。ま

た、ＩＣＴを始めとした新技術の導

入（11 事業体）や、外部指導者に

よる指導のもと、生産工程管理の改

善に取り組む林業事業体（１事業

体）を支援しました。 

・  生産性・経済性に優れた最新の林

業機械について、先進国のドイツ等における利用状況や本県への導入の可能

性を調査しました。 

・  川上から川下の事業者が連携した地域材の安定供給等の取組みを推進する

ため、２つの木材サプライチェーンの取組みを支援しました。（再掲） 

【評価・課題】 

・  林内路網の整備や、高性能林業機械の導入と現場での技術指導、ＩＣＴを

始めとした新技術の導入により、木材生産性の向上が図られました。更なる

木材生産性向上を図るため、これらの取組みの継続とともに、森林作業道の

整備が困難な森林においても木材生産を進めるため、架線集材技術者の育成

が必要です。 

・  県内の木材サプライチェーンは一部の地域での導入に留まっており、地域

的な偏りがあります。県全体の木材の流通合理化に向け、既存の木材サプラ

イチェーンの充実や新たな木材サプライチェーンの構築が必要です。（再

掲） 

・  効率的な木材生産ができる森林作業道の整備のためには、適切な開設場所

を選定できるよう、事業地の大規模な集約化が必要です。 

【今後の方針】 

・  必要な路網整備を行うとともに、林業事業体による高性能林業機械やＩＣ

Ｔを始めとした新技術の導入・技術指導を支援します。 

・  林業事業体の架線集材技術者の育成を支援するとともに、新たに森林文化

アカデミーにおいて、学生を対象として架線集材や獣害対策の技術を有する

技術者の育成に取り組みます。 

・  既存の木材サプライチェーンの構築の取組みを支援するとともに、関係者

から協力を得ながら、新たな木材サプライチェーンの構築に係る取組みを支

援します。（再掲） 

・  森林の集約化を促進するため、一筆毎に明確化する等のこれまでの手法に

＜森林作業道の整備＞ 
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加えて、地域協議会の実施する新たな手法による森林の集約化のモデル的な

取組みを支援します。 
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 ３ 森林の新たな価値の創造と山村地域の振興 

（１）森林空間等を活用した森林サービス産業の育成による山村振興 

 

（ア）新たな雇用と収入を生み出す森林サービス産業の育成 

 

①森林サービス産業の推進体制の整備等 

【実施状況】 

・  「ぎふ森のある暮らし推進協議会」に

おいて、森林空間を活用した森の体験プ

ログラムを一体的に発信するイベント

「ぎふ森フェス」や、先進事例を学ぶセ

ミナー及び会員同士・異業種との交流を

目的とした交流会を計 10 回開催しまし

た。 

・  岐阜県主催で、森林内での活動の危機

管理や森林空間の活用を促す研修会を

２回開催しました。 

・  森林サービス産業の課題解決を支援する「岐阜県森林サービス産業プラン

ナー」を、４事業者へ延べ８回派遣しました。 

・  新たに森林サービス産業を始める事業者への支援制度を創設し、６事業者

に対し施設整備や備品導入等を支援しました。 

【評価・課題】 

・  「ぎふ森のある暮らし推進協議会」の会員数は前年度から８者増え 160 者

となりました。 

・  「ぎふ森フェス」では、40 の体験プログラムを提供し、県内外から 1,444

人の参加があり、サービス産業の認知向上を図ることができました。 

・  「ぎふ森フェス」の開催やプランナー派遣により、新たな体験プログラム

の開発や起業に繋がりました。 

・  森林サービス産業に取り組む会員事業者は、小規模で情報発信力が弱いた

め、事業者による魅力的なプログラム開発や施設整備等を進めるための支

援、認知度向上に向けた取組みが必要です。 

・  外国人観光客の誘客も期待されており、言語の対応や、外国人の嗜好する

プログラムの開発等受け入れ体制を整備する必要があります。 

  

＜ぎふ森フェス＞ 
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【今後の方針】 

・  新たに森林サービス産業を実施する事業者に対し、プランナー派遣等の伴

走型支援や事業に要する初期費用を支援します。 

・  外国人観光客を対象とした森林浴ツアー等の企画立案や体験希望者の受け

入れ等、外国人観光客に対応した事業者の先進事例等を紹介するセミナー

や、全国の先進事例を学び、実践者と交流を図るための全国交流会を開催し

ます。 

・  「ぎふ森のある暮らし推進協議会」が主催する「ぎふ森フェス」を通じ

て、県内各地の森の体験プログラムの掘り起こしや磨き上げを行うととも

に、会員同士の交流会の開催等を支援します。 

 

②二酸化炭素吸収源等新たな森林の活用の推進 

【実施状況】 

・  県独自の森林由来のカーボン・クレジット制度である「Ｇ-クレジット制

度」を運用し、これまでに 22 件のプロジェクトを登録するとともに、1,752 

t-CO2 のクレジットを認証しました。 

・  「Ｇ-クレジット制度」の適切かつ効率的な運用に必要な管理システムを構

築しました。 

・  県営林において、令和５年度に認証を受けたＪ-クレジット 1,460 t-CO2 の

うち、471 t-CO2 を販売するとともに、新しく１件のプロジェクト登録申請

（認証予定数量約 1,400 t-CO2）を行いました。 

・  森林由来のカーボン・クレジット制度や、森林信託の仕組み等を活用した

新たな林業経営の方法を検討する検討会及び研究会を５回開催しました。 

【評価・課題】 

・  認証したＧ-クレジットは、活用方法の拡充による魅力向上を図ったこと等

により、完売しました。「Ｇ-クレジット制度」を安定的に運用するため、制

度の適切かつ効率的な運営、クレジットの創出拡大、活用方法の拡充による

魅力向上が必要です。 

・  Ｊ-クレジットの販売は、目標の 700 t-CO2 に対して約７割となりました。

Ｊ-クレジットの売却益を県営林の整備に充てるため、クレジットの販売促進

及び認証量の増加を図ることが必要です。 

・  森林信託の実施には、森林資源の正確な把握のほか、安定した収益源の確

保が必要です。 

【今後の方針】 

・  構築した「Ｇ-クレジット制度」の管理システムの適切な運用を図るととも

に、Ｇ-クレジットの取引の活性化に向け、Ｇ-クレジットの創出に関心のあ

る者への働きかけを行い創出拡大や活用方法の拡充によりクレジットの魅力

向上に努めます。また、社会的に評価されたカーボン・クレジット制度とな

るよう国へ働きかけます。 
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・  県営林Ｊ-クレジットについて、金融機関等と連携して販売を進めるととも

に、１件の新規プロジェクトの登録申請と２件のクレジット認証申請を行い

ます。 

・  生物多様性の保全等、森林の機能の経済価値化に関する調査、検討を進め

ます。 
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 （イ）「ぎふ木育３０年ビジョン」の実現に向けた「ぎふ木育」の新たな展開 

 

①「ぎふ木育」の地域拠点施設の整備 

【実施状況】 

・  令和６年８月４日に中津川市にお

いて「なかつがわ 森の木遊館」、同

年 11 月 16 日に高山市において「ひ

だ木遊館 木っずテラス」の２つの

「ぎふ木遊館サテライト施設」が開

館しました。また、揖斐川町及び郡

上市を新たな「ぎふ木遊館サテライ

ト施設」の施設候補地に決定しまし

た。 

・  各サテライト施設の運営、連携事

業に関する助言や情報共有のため、

県、サテライト施設運営者、関係市

等によるぎふ木育拠点連携会議を 11 回開催しました。 

 

【評価・課題】 

・  「なかつがわ 森の木遊館」には 8,946 人、「ひだ木遊館 木っずテラス」

には 5,355 人の入館者があり、各地域の文化を踏まえたおもちゃや遊具、地

域独自のプログラム等を体験する機会を提供しました。 

・  ぎふ木遊館を含め、県下全５圏域に「ぎふ木育」の拠点施設が整備される

見込みとなり、全県展開に向けた体制の整備が進みました。 

・  開館後の施設運営をスムーズに行えるよう、運営支援を行うことが必要で

す。 

 

【今後の方針】 

・  ぎふ木遊館サテライト施設の運営をスムーズに行うため、ぎふ木育拠点連

携会議等の開催により施設間の連携を図るとともに、人材育成等の運営支援

を行います。 

・  揖斐川町及び郡上市におけるサテライト施設の整備を支援するとともに、

今後のサテライト施設の整備及び支援のあり方について関係者の意見等を踏

まえ検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

＜ぎふ木遊館サテライト施設＞ 
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②ぎふ木遊館・森林総合教育センター（ｍｏｒｉｎｏｓ）における木育プログラ

ムの実施 

【実施状況】 

・  「ぎふ木遊館」では、様々な世代の方を対象に 68 種類の木育プログラムを

実施しました。また、県内各地の「ぎふ木育ひろば」へ出向く「移動型ぎふ

木遊館」を 21 施設で実施しました。 

・  「ｍｏｒｉｎｏｓ」では、教育機関・県民・企業等を対象に、107 種類の森

林環境教育プログラムを実施しました。そのうち、県内の教育機関等への出

前講座「森の出番プロジェクト」を 31 施設で実施しました。 

【評価・課題】 

・  幅広い世代を対象に、森や木に親しみ、森林とのつながりを体験する機会

を提供し、「ぎふ木遊館」の年間入館者数は 52,147 人、「ｍｏｒｉｎｏｓ」

の利用者数は 16,552 人となりました。 

・  両施設ともに目標以上の利用者数となっており、高い満足度を維持するた

め、魅力的で多様なプログラムを提供していくことが必要です。 

【今後の方針】 

・ 「ぎふ木遊館」と「ｍｏｒｉｎｏｓ」において、魅力的で多様なプログラム

を開発・実施していくとともに、両施設が連携し、新たなプログラムの開発を

進めることで、幅広い世代の県民に対し、「ぎふ木育」の普及を図ります。 

 

 

③指導者の養成・スキルアップ 

【実施状況】 

・  「ぎふ木遊館」や木育イベントで木

のおもちゃを使った遊び等をサポート

する「ぎふ木育サポーター」の養成講

座を県下で７回開催し、そのうちぎふ

木遊館サテライト施設がある中津川市

において１回、高山市において１回講

座を開催しました。 

・  「ぎふ木育」に係る資格等の見直し

を行い、令和７年度から地域でぎふ

木育指導者のネットワーク化や教育

施設等への派遣調整を行う「ぎふ木育コーディネーター」を設置することと

しました。 

・  「ぎふ木育指導員」については、森林への多様アプローチを意識し、自ら

「ぎふ木育」に関するプログラムを企画・立案・提供できる人材を養成する

ため、「ぎふ木育指導員養成講座」を実施したうえで認定を行うこととしま

した。 

 

＜「ぎふ木育サポーター」養成講座＞ 
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【評価・課題】 

・  「ぎふ木育サポーター」については、新たに 58 名を登録し、累計 300 名を

登録することができました。一方、岐阜圏域では 116 人、西濃圏域では 33

人、中濃圏域では 32 人等、サポーターの登録には偏りがあります。 

・  令和４年に策定した『「ぎふ木育」全県展開構想 サテライト整備方針』

に基づき、「ぎふ木育」に係る資格等の必要な見直しを行うことができまし

た。 

【今後の方針】 

・  サテライト施設と連携し、「ぎふ木育サポーター」の養成講座を開催する

とともに、登録者数が少ない地域で養成講座を開催します。 

・  「ぎふ木育」に係る資格等の見直しに基づき、令和７年度から、「ぎふ木

育コーディネーター」を委嘱するとともに、「ぎふ木育指導員養成講座」を

実施したうえで「ぎふ木育指導員」の認定を行います。 
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（２）きのこ等の特用林産物の振興 

 

 

①特用林産物の生産資材の供給対策 

【実施状況】 

・  東日本大震災以降、きのこ原木の供給が滞ったことや、物価高等で、原木

の価格が高騰している現状を踏まえ、きのこ生産団体２者に対して原木購入

に要する費用を支援しました。 

・  きのこ栽培に必要な生産資材のコスト低減に取り組む生産者に対して、次

期生産に必要な生産資材の購入費に係る高騰分の一部を支援しました。 

【評価・課題】 

・  生産資材の高騰で増しているきのこ生産者の負担を軽減することができま

した。 

・  原木やおが粉など生産資材の高騰等により、きのこの生産量を増やすこと

ができていません。生産資材の高騰対策のほか、県内からきのこ原木を供給

できるよう、きのこ原木の生産を促進することが必要です。 

【今後の方針】 

・  きのこ生産者が購入する生産資材の高騰分を支援します。 

・  県内でのきのこ原木の生産を促進するため、広葉樹の伐採、搬出路開設及

び運搬に要する経費を支援します。 

 

 

②きのこ生産、ＧＡＰ※４等認証取得や認証に必要な施設整備への支援 

【実施状況】 

・  森林文化アカデミー等の職員がきのこ生

産者へ訪問し、ＧＡＰの実践に向けて現地

指導を行うとともに、「ぎふ清流ＧＡＰ」

等認証の取得に必要な施設改善３件を支援

しました。 

・  令和５年 10 月に国内で初めて人工的に

発生させることに成功した黒トリュフにつ

いて、その栽培技術を確立するための技術

の開発を始め、黒トリュフの継続発生を確

認することができました。 

【評価・課題】 

・  「ぎふ清流ＧＡＰ評価制度」は、国の推進方策を受けて、令和６年度から

「国際水準ＧＡＰガイドライン」に準拠した水準に引き上げました。きのこ

生産者は新しい評価基準への理解や対応の準備不足で、申請を控えたため、

＜きのこ生産者への支援＞ 
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「ぎふ清流ＧＡＰ」等の新規認証取得は３件と目標値を下回りました。ＧＡ

Ｐ認証の取得に向けて、きのこ生産者に対し、新しい評価基準に基づく実践

指導が必要です。 

・  国産トリュフを短期間で安定的に発生させるためには、継続した技術開発

の取組みが必要です。 

【今後の方針】 

・  林業普及指導員を中心に、ＧＡＰ認証の取得に意欲のあるきのこ生産者へ

の実践指導と制度が広く認知されるよう生産者等に普及啓発を行うほか、Ｇ

ＡＰ認証の取得に必要な施設改善を支援します。 

・ 国産トリュフを短期間かつ安定的に発生させる技術の開発を行います。 

 

③きのこ生産者に対する指導者の育成 

【実施状況】 

・  県職員をきのこ生産の指導者として育成するため、職員の段階に応じた研

修を計３回、延べ 15 名に対して実施しました。 

・  「ぎふ清流ＧＡＰ推進センター」が主催するＧＡＰ指導員育成研修に林業

普及指導員等３名が参加し、評価制度や農場のリスク改善等を学びＧＡＰ指

導員となりました。 

【評価・課題】 

・  上級講座まで受講した県職員６名を「マッシュリーダー※５」として認定す

ることができました。 

・  現在「ぎふ清流ＧＡＰ指導員」は 18 名となりましたが、より多くのきのこ

生産者のＧＡＰ認証の取得を促すためには、指導員を増員する必要がありま

す。 

【今後の方針】 

・  きのこ生産について的確な指導ができるよう、各農林事務所等の職員を

「マッシュリーダー」やＧＡＰ指導員※６として育成し、きのこ生産者への指

導体制の強化を図ります。 

 
※４ ＧＡＰ：  

農業者（きのこ生産者）が、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農業経営管理

の５分野について、問題点を改善し、農業経営の持続性を確保するための生産工程管理

の取組み。取組み状況を示す手段として、「ぎふ清流ＧＡＰ評価制度」や第三者機関によ

るＧＡＰ認証がある。 

 

※５ マッシュリーダー：  

県林政部の森林科学職員を対象とし、初級、中級、上級の３講座を開講し、全ての講座

を修了したものを「きのこの指導者（マッシュリーダー）」として認定している。 

 

※６ ＧＡＰ指導員：  

経営体に対して、ＧＡＰの正しい知識を伝え、農場運営のリスクを発見し、改善を指導 

する農場（組織）評価の知識を有した指導員。 
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目標値に対する実績 
 
＜達成率算出方法＞ 

【評価方法①】基準値（基準年Ｒ２年度の実績値）からの増加量で評価 
これまでの取組み（基準値）を踏まえて、増加量を目標値とした項目を対象とする。 
 

＜算出方法＞ 

 

 
 

※計算結果が０以下の場合（実績値が基準値以下となった場合）は「０％」と表記。 
 
７ 苗木生産量（万本） 
８ 人工造林面積（再造林・拡大造林）（ha） 
９ 市町村による間伐面積（ha） 
10 林業労働災害の発生件数（件） 
11 森林技術者数（人） 
14 県内外での県産材住宅の建設戸数（戸） 
15 ぎふの木で家づくり協力工務店数（社） 
16 非住宅施設の木造化及び内装木質化施設数（施設） 
17 県産材製品の輸出量（㎥） 
18 木質バイオマス利用量（燃料用途）（千㎥） 
19 品質・性能が証明された木材製品出荷量（千㎥） 
20 県内における県産材需要量（千㎥） 
21  木材生産林における森林経営計画認定面積（千 ha） 
23  木材生産量（千㎥） 
24  木材生産性（㎥/人・日） 
27 「ぎふ木遊館」入館者数（人） 
28 ぎふ木育サポーター登録者数（人） 
29 ぎふ木育教室・緑と水の子ども会議参加人数（人） 
30 ＧＡＰ等実践者数（きのこ）（経営体） 

 

【評価方法②】単年度の目標値に対する実績値の割合で評価 
基準値がない項目、基準値が目標値以上の項目、計画期間の目標値を一定の値とする項

目を対象とする。 
 

＜算出方法＞ 

 
  

１ 間伐実施面積（ha） 
２ 環境保全林での間伐面積（ha） 
３ 観光景観林整備面積（ha) 
４ 事前防災地区数（地区） 
５ 危険木の除去箇所数（箇所） 
６ 山地災害箇所の３年以内復旧率（％） 
12 新規就業者数（人） 
13 森林文化アカデミー森と木のエンジニア科の県内就職率（％） 
22 林内路網開設延長（km） 
25 森林サービス産業を推進する協議会会員数（者） 
26 森林サービス産業起業者数（者） 

  

第４期岐阜県森林づくり基本計画の 

数値目標達成状況及び評価・課題・今後の方針 
 

        実績値－基準値（基準値からどれだけ増加したか） 
達成率（％）＝                           × １００ 
        目標値－基準値（基準値からどれだけ増加させるか） 
 

達成率（％）＝ （ 実績値 ÷ 目標値 ）× １００                          

× １００ 

<具体例> 
      ｂ （80-50） 

達成率＝       ×100＝60％ 

      ａ （100-50） 

 

 

ａ ｂ 

基準値 目標値 実績値 

100 
80 

50 
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１ 間伐実施面積（ha）                          <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  9,600（毎年度）  

実績 6,871 6,153 5,861 5,241    

達成率 － 64％ 61％ 55%   評価方法② 

評価・課題 

補助事業の予算確保が厳しい中、木材生産の一部を搬出間伐から

主伐にシフトした林業事業体があった等の理由により搬出間伐の面

積が減少しました。 

また、再造林に労務を割いた林業事業体があった等の理由により、

保育間伐の面積も減少したため、目標値を下回りました。 

森林資源の充実に伴う主伐・再造林へのシフトや、補助事業の予

算上の課題がある中で、間伐を推進していくことが必要です。 

今後の方針 

間伐に必要な補助事業の予算確保を国に要望するとともに、林業

事業体等の労務を確保するため、再造林の省力化や他の森林施業と

の調整を林業事業体等に働きかけます。 

 

 

２ 環境保全林での間伐面積（ha）                     <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  2,100（毎年度）  

実績 1,713 1,596 1,462 1,357    

達成率 － 76％ 70％ 65％   評価方法② 

評価・課題 

再造林に労務を要した林業事業体があった等の理由により、目標

値を下回りました。 

再造林の進展に伴う労務確保等の課題がある中で、環境保全林内

の間伐を推進していくことが必要です。 

今後の方針 

事業実施に必要な労務を確保するため、再造林の省力化を図ると

ともに、他の森林施業との調整を林業事業体等に働きかけます。ま

た、事業地確保を進めるため、「脱炭素社会ぎふ」の実現に貢献する

など環境保全林での間伐の意義を周知します。 

 

 

  

１ 森林づくりの推進 
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３ 観光景観林整備面積（ha）                     <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  100（毎年度）  

実績 75 60 62 29    

達成率 － 60％ 62％ 29%   評価方法② 

評価・課題 

事業開始から８年が経過し、整備しやすい事業地が減少する一方

で、境界確認や所有者特定に手間や時間を要する箇所が多くなった

ことにより、事業量が減少しました。 

これまで整備を行っていない市町村に働きかけるなど、新たな事

業箇所の確保が必要です。 

また、これまで整備した観光景観林については、景観維持のため

再整備が必要です。 

今後の方針 

面積要件の緩和（対象森林５ha以上→１ha以上）を周知すること

で、これまで整備を行っていない市町村への掘り起こしを行います。 

これまでに整備した観光景観林の再整備に当事業を適用できるこ

とを周知し、景観の維持に努めます。 

 

４ 事前防災地区数（地区）                        <森林保全課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  10（毎年度）  

実績 － 16 10 14    

達成率 － 160％ 100% 140%   評価方法② 

評価・課題 

これまでの取組みにより、市町村や林業事業体の事前防災地区へ

の理解度も高まってきた結果、下呂農林事務所管内の３地区など、

全 10 事務所で計 14 地区の新規事業化を行い、目標値を達成しまし

た。 

事業の確実な実施に向け、必要な予算の確保と計画の実行管理、

新規着手に向けた調整が必要です。 

今後の方針 

事業の実施に必要な予算確保と計画の実行管理に努めます。 

関係機関との連携会議等により、事業目的に対する市町村、林業

事業体の理解を更に深め、新規地区の着手に向けた調整の円滑化を

図ります。 

 

 

５ 危険木の除去箇所数（箇所）                    <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  70（毎年度）  

実績 66 73 46 36    

達成率 － 104％ 66％ 51％   評価方法② 

評価・課題 

近年、台風による風倒木等新たな危険木が顕著には発生していな

いことから、危険木除去の要望が減少しており、全ての要望箇所で

事業を実施しましたが、目標値を下回りました。 

住民の安全・安心に直結するため、気象災害発生後に市町村と連

携して情報収集する等効果的に事業を実施する必要があります。 

今後の方針 農林事務所を通じて、市町村等への事業の周知に努めます。 
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６ 山地災害箇所の３年以内復旧率（％）                  <森林保全課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  100（毎年度）  

実績 74 73 82 100    

達成率 － 73％ 82% 100%   評価方法② 

評価・課題 

令和４年度に山地災害が発生した８箇所全てにおいて、計画的に

復旧整備を進めた結果、目標値を達成しました。 

災害復旧に迅速に着手するためには、災害時のオペレーションや

応急対策の実施、災害復旧事業採択に向けた迅速な調査等が必要で

す。 

今後の方針 

山地災害が発生した場合には、無人航空機や航空レーザ測量デー

タ等を活用し、被害状況の的確な把握に努めます。また、継続的な

職員研修等により、災害時の迅速な対応ができる体制を維持します。 

 

 

７ 苗木生産量（万本）                          <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  90 120 150 170 200  

実績 83.9 79.9 79.4 83.3    

達成率 － 0％ 0％ 0％   評価方法① 

評価・課題 

人工造林面積の増加に伴い、苗木生産量は増加しました。しかし、

人工造林が計画通り進んでいないことから目標値は下回りました。 

花粉症対策による林種転換や、主伐・再造林に伴う苗木需要の増

加にあわせ、苗木生産量の増加が必要です。 

今後の方針 

コンテナ苗の利用等低コスト造林技術の普及等により主伐・再造

林を促進するとともに、樹苗需給調整会議等を通じて調整を図りな

がら苗木生産を促進します。 

花粉発生源対策の推進に向け、花粉の少ないスギ等の種子及び苗

木の確保に向けた体制整備を進めます。 
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８ 人工造林面積（再造林・拡大造林）（ha）                <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  300 400 600 800 1,000  

実績 185 216 266 283    

達成率 － 27％ 38％ 24%   評価方法① 

評価・課題 

市町村と連携した再造林に対する補助率の嵩上げを実施する等、

主伐・再造林を促進したことで、人工造林面積は、目標値を下回っ

ているものの前年度から約１割増加しました。 

一方、スギ人工林伐採重点区域（37,690ha）での伐採・植替えは

約 10ha に留まっています。 

主伐・再造林や花粉発生源対策のための伐採・植替えを進めるた

めには、森林所有者の理解を促し林業経営の意欲を喚起することが

必要です。 

市町村と連携した嵩上げ補助を実施している地域であっても、造

林事業者の確保ができず再造林が進まない地域がみられます。 

今後の方針 

国が実施する花粉の少ない森林への転換促進支援制度を周知しス

ギ人工林伐採重点区域での伐採・植替えを推進します。 

市町村と連携した再造林への補助事業等による支援を進めるとと

もに、ガイドラインや事業メリットを林業事業体等に周知・普及し、

森林所有者の理解醸成に努めます。 

造林事業者と伐採事業者の連携を進める会議等を通じて再造林の

実施を促すほか、地域で再造林を支援する基金の取組みを支援しま

す。 

 

 

９ 市町村による間伐面積（ha）                    <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  800 1,400 2,100 2,800 3,500  

実績 161 577 642 598    

達成率 － 65％ 39％ 23％   評価方法① 

評価・課題 

市町村による森林整備は進みつつありますが、林務担当職員の職

員数や専門知識の不足、森林所有者や境界が不明確な森林の存在等

により、間伐事業地の確保に時間を要していることから、目標値を

下回りました。 

今後の方針 

地域森林管理支援センターや岐阜県地域森林監理士等と連携しな

がら、市町村による森林所有者の意向調査の実施や、経営管理権集

積計画の策定等の取組みを支援します。 
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10 林業労働災害の発生件数※（件）                     <森林経営課> 

年 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  10.0 9.0 8.0 7.0 6.0  

実績 12.1 11.1 10.6 （調査中）    

達成率 － 48% 48% －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  

※ 目標値・実績値は暦年の数値 

 

 

11 森林技術者数（人）                          <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  980 1,020 1,060 1,100 1,140  

実績 939 928 940 （調査中）    

達成率 － 0% 1% －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  

 

 

12 新規就業者数（人）                          <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  80（毎年度）  

実績 73 85 74 （調査中）    

達成率 － 106％ 93％ －   評価方法② 

評価・課題  

今後の方針  
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13 森林文化アカデミー森と木のエンジニア科の県内就職率（％）   <森林文化アカデミー> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  80（毎年度）  

実績 74 68 77 65    

達成率 － 85％ 96％ 81%   評価方法② 

評価・課題 

県内出身率は 59%と低位であったものの、県内企業による企業説

明会やインターンシップ、企業の代表者と学生との意見交換会（キ

ャリアカフェ）を実施し、就職者 17 人中、県内就職者は 11 人（65%）

となり、概ね目標を達成しました。 

学生と県内企業との接する機会の確保、県内企業のＰＲに取り組

むことが必要です。 

今後の方針 

学生と県内企業との接する機会を創出し、県内企業の魅力を伝え、

就職意識を高めるため、企業説明会やインターンシップを実施する

とともに、森のジョブステーションぎふと連携し県内就職率の向上

に努めます。 
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14 県内外での県産材住宅の建設戸数（戸）                <県産材流通課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  2,200 2,225 2,250 2,275 2,300  

実績 2,011 1,929 1,652 （調査中）    

達成率 － 0% 0% －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  

 

 

15 ぎふの木で家づくり協力工務店数（社）                <県産材流通課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  180  210 240 270 300 （累計） 

実績 113 139 160 168    

達成率 － 39％ 48％ 43%   評価方法①

評価・課題 

人口減少や木材以外の資材の価格高騰が続いていることを背景に

全国的に新設木造住宅の着工戸数が減少しており、岐阜県の新設木

造住宅の着工戸数、県産材住宅建設戸数も同様の理由で減少してい

ます。 

また、国の住宅建築関係補助金との併用ができないことで「ぎふの

木で家づくり支援事業」の申請も少なくなったことから、新規の登録

が少なく、目標値を下回りました。 

輸入材等を多用する工務店を協力工務店として取り込んでいくこ

とが必要です。 

今後の方針 

国の住宅建築関係補助金と「ぎふの木で家づくり支援事業」との併

用を令和７年度から可能とするとともに、県内工務店に対して同事

業をＰＲし、協力工務店の登録拡大を図ります。 

 

  

２ 林業・木材産業の振興 
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16 非住宅施設の木造化及び内装木質化施設数（施設）           <県産材流通課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  34 74 115 157 200 （累計） 

実績 18 25 57 108    

達成率 － 44％ 70％ 93％   評価方法①

評価・課題 

特に普及効果の高い県有施設や、教育・福祉施設等の公共施設、

「木の国・山の国県産材利用促進協定」に基づく民間施設の木造化

及び内装木質化に取り組んだ結果、前年度から大きく増加し、概ね

目標値を達成しました。 

令和５年４月に策定した「岐阜県木の国・山の国県産材利用推進

計画」に基づき、非住宅建築物の規模に応じた木造化及び内装木質

化を促進する必要があります。 

今後の方針 

公共施設については、県立高等学校や福祉施設等の整備の機会を

捉え、木造化・内装木質化を促進します。 

民間施設については、木の国・山の国県産材利用促進協定に基づ

く木造化・内装木質化を優先的に支援します。 

 

 

17 県産材製品の輸出量※（㎥）                     <県産材流通課> 

年 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  2,724 3,068 3,412 3,756 4,100  

実績 1,971 1,274 1,234 1,416    

達成率 － 0％ 0％ 0%   評価方法① 

評価・課題 

新型コロナウィルスの影響により制限されていた対面による営業

活動等が回復しつつあることから、輸出量は前年度から増加に転じ

ましたが、目標値を大きく下回っています。 

一度途切れた現地企業等との信頼関係を回復させるため、ＰＲ活

動等を継続して行っていくとともに、新たな輸出先国での販路開拓

に取り組んでいく必要があります。 

今後の方針 

アジア諸国に向けた建材等の販路拡大に加え、欧州等において、

家具等の高付加価値木製品の販路拡大を目指し、現地見本市への出

展や商談会の開催等を行います。 

  ※ 目標値・実績値は暦年の数値 
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18 木質バイオマス利用量（燃料用途）（千㎥）               <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  147 154 194 208 250  

実績 128 121 145 （調査中）    

達成率 － 0％ 65％ －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  

 
 

19 品質・性能が証明された木材製品出荷量（千㎥）            <県産材流通課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  54 61 69 77 85  

実績 44 43 44 （調査中）    

達成率 － 0％ 0％ －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  
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20 県内における県産材需要量（千㎥）                  <県産材流通課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  481 493 538 558 606  

実績 425 431 443 （調査中）    

達成率 － 11％ 26％ －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  

 

 

21 木材生産林における森林経営計画認定面積（千ha）            <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  46 54 62 70 78 （累計） 

実績 38 43 47 51    

達成率 － 63％ 56％ 54％   評価方法① 

評価・課題 

木材生産林内の人工林における森林経営計画認定面積は、累計で

51 千 ha となり目標値を下回りました。 

森林経営計画の認定面積が全体的に減少傾向にあるため、森林の

境界明確化や集約化など、区域拡大に向けた一層の取り組みが必要

です。 

今後の方針 

森林の集約化を促進するため、一筆毎に明確化する等のこれまで

の手法に加えて、地域協議会の実施する新たな手法による森林施業

の集約化を支援します。 

また、森林クラウドシステムの機能改修により各種リモートセン

シングデータの共有等、森林の境界明確化や森林経営計画の拡大に

資する機能を追加し、森林経営計画の策定を促進します。 
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22 林内路網開設延長（km）                        <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  145 280 395 490 565 （累計） 

実績 125 148 268 394    

達成率 － 102％ 96% 99%   評価方法②

評価・課題 

木材生産を拡大させるため、木材搬出の基盤となる林道に支線と

なる森林作業道を組み合わせ、路網全体の整備を計画的に進めた結

果、概ね目標を達成しました。 
今後も、木材を安定的に供給していくためには、路網整備を進め

る必要があります。 
作業道の開設にあたっては、効率的な搬出が出来る地形の検討や

地形・地質を考慮し災害に強い作業道の整備が求められます。 

今後の方針 

木材生産等に必要な林道、作業道開設に必要な予算確保と実行管

理に努めます。 

災害に強い作業道の開設や機能強化について、林業事業体を支援

するとともに、設計・施工管理に必要な知識や技術の向上に向けた

研修会を開催します。 

 

 

23 木材生産量※（千㎥）                          <森林経営課> 

年 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  600 612 624 638 650  

実績 576 575 599 （調査中）    

達成率 － 0％ 64% －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  

※ 目標値・実績値は暦年の数値 
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24 木材生産性（㎥／人・日）                       <森林経営課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  5.7 6.0 6.3 6.7 7.0  

実績 5.0 5.3 5.5 （調査中）    

達成率 － 43％ 50％ －   評価方法① 

評価・課題  

今後の方針  
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25 森林サービス産業を推進する協議会会員数（者）           <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  60 70 80 90 100 （累計） 

実績 － 142 152 160    

達成率 － 237％ 217% 200%   評価方法② 

評価・課題 

ぎふ森のある暮らし推進協議会と連携した「ぎふ森フェス」やセ

ミナーの開催を通じた協議会活動の周知により、協議会会員数が増

加しました。 

今後は、森林サービス産業や協議会についての認知度向上を図り、

森林サービス産業に取り組む新たな会員を獲得することが必要で

す。 

今後の方針 
「ぎふ森フェス」や全国交流会の開催を通じた協議会活動の周知

を強化し、新規会員の増加を図ります。 

 

 

26 森林サービス産業起業者数（者）                  <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  0 3 6 12 20 （累計） 

実績 － 0 3 6    

達成率 － － 100％ 100％   評価方法② 

評価・課題 

 

「ぎふ森フェス」への参画を契機とし、３者が新たに森林サービ

ス産業に関わる事業を起業しました。 

「ぎふ森フェス」を通じて、新たな事業に挑戦する機会は増えま

したが、継続的な事業として定着するための伴走型の支援が必要で

す。 

今後の方針 

新たに森林サービス産業を始めるためのイニシャルコストに対す

る支援制度、「ぎふ森フェス」の開催を通して、新たな事業の支援や

掘起しを実施します。 

 

  

３ 森林の新たな価値の創造と山村地域の振興 
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27 「ぎふ木遊館」入館者数（人）                   <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  30,000 30,000 50,000 50,000 50,000  

実績 20,351 41,331 52,716 52,147    

達成率 － 217％ 335％ 107％   評価方法①

評価・課題 

令和４年 11 月より３部制を導入し、毎月安定した入館者数を維持

しているため、昨年度に続き入館者数５万人を超え、目標値を達成

しました。 

今後も入館者数を維持するため、入館者の満足度を高める取組み

が必要です。 

今後の方針 
入館者の満足度をさらに高めるため、木のおもちゃや木製遊具の充

実を図るとともに、魅力的で多様な木育プログラムを提供します。 

 

 

28 ぎふ木育サポーター登録者数（人）                 <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  200 250 300 350 400 （累計） 

実績 112 171 242 300    

達成率 － 67％ 94％ 100％   評価方法① 

評価・課題 

サポーター養成講座を７回開催したことにより、年度目標の 50 人

を上回る 58 人の登録を行い、目標値を達成しました。 

今後は、サポーターの少ない地域や、新たにサテライト施設の整

備を予定している西濃、中濃圏域における登録者数の増加が必要で

す。 

今後の方針 

養成講座の開催回数を増やすとともに、木育指導者の交流会等を

通じて養成講座を広くＰＲすることで、参加者を確保し、登録者の

増加を図ります。 
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29 ぎふ木育教室・緑と水の子ども会議参加人数（人）          <森林活用推進課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  6,800（毎年度）  

実績 5,198 7,015 7,033 8,627    

達成率 － 113％ 115％ 214％   評価方法① 

評価・課題 

各農林事務所等と連携し、継続して保育園、幼稚園や小中学校等

へ普及を図ったことにより、ぎふ木育教室は1,676人（63施設）、緑

と水の子ども会議は6,951人（97施設）の参加があり、目標値を上回

りました。 

岐阜や中濃圏域が多い等、地域によって実施回数にばらつきがあ

るため、実績の少ない地域での事業実施を推進する必要があります 

今後の方針 
各農林事務所等と連携し、実績の少ない地域を中心に、保育園、幼

稚園や小中学校等への積極的な周知を行います。 

 

30 ＧＡＰ等実践者数（きのこ）（経営体）                 <県産材流通課> 

年度 基準年R2 R4 R5 R6 R7 R8 摘要 

目標  14 21 28 35 42 （累計） 

実績 4 12 17 20    

達成率 － 80％ 76％ 67％   評価方法①

評価・課題 

 今年度から「ぎふ清流ＧＡＰ」が国際水準に準拠した制度に改正

され、生産者が追加項目等への対応に時間を要していることにより

目標を下回りました。 

 制度改正により認証の難易度が高くなったことから、新基準に合

わせた指導や施設導入等が必要です。 

今後の方針 

 森林文化アカデミーや各農林事務所の林業普及指導員を中心にＧ

ＡＰ指導員を育成するとともに、必要な施設の改修や資機材の調達

等、広く支援を行っていきます。 
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※ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals／持続可能な開発目標） 

2015年９月の国連サミットで採択された2030年までの国際目標。17の目標と

169のターゲットが掲げられている。 

 

 

 

 

 

 

 


